子育て支援策を内包するフランス社会保障政策の理論的分析 ―ラロック理論の再検討―

フランス社会保障の父＝ピエール・ラロック(Pierre Laroque)は、子育て支援策の側面をも備える家族給付を重視し、医療保険・年金保険・労災保険などとともに社会保障を構成する一制度と位置づけ、児童手当を社会保障の前提条件の1つと捉えたべヴァリッジ報告(Beveridge Report)とは異なる見地に立った。今日の家族給付は様々な手当を重層的に備えており、一部の例外はあるものの、基本的に各世帯のニーズに応じて複数の手当を併給できる体制を整えている。家族給付部門の財政構造を変えるほどのオランド社会保障改革を経てもなお、ラロックが指摘した雇主負担を重視するフランス家族給付の伝統的特徴は確認できる。今後の論考では、フランス家族給付の制度概要と給付実態について論じていきたい。

